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１章 基準適合性 
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

予備電源について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針との

比較及び当該指針を踏まえたこれまでの既許可実績により，事業許可基

準規則第18条において追加された要求事項を整理する。（第１－１表） 
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第１－１表 事業許可基準規則第18条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／１） 

事業許可基準規則 
第 18条（予備電源） 再処理施設安全審査指針 備 考 

廃棄物管理施設には，外部電源系統からの

電気の供給が停止した場合において，監視設

備その他必要な設備に使用することができる

予備電源を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第18条に規定する「監視設備その他安全

上必要な設備に使用することができる」と

は，停電等の外部電源系の機能喪失時に，

以下の安全上必要な設備・機器を作動する

ために十分な容量及び信頼性のある電源系

を有する設計であることをいう。 
一 廃棄物管理施設の閉じ込めの機能及び

冷却機能を監視する設備 

二 放射線監視設備 

三 火災等の警報設備，緊急通信・連絡設

備，非常照明等の設備・機器 

「再処理施設安全審査指針（指針 16） 電

源喪失に対する考慮」を適用する。 

１．安全上重要な施設は，その安全機能

を確保するために電源を必要とする

場合には，必要な電源として，外部

電源系統及び非常用所内電源系統を

有する設計であること。 

２．外部電源系統は，２回線以上の送電

線により電力系統に接続される設計

であること。 

３．非常用所内電源系統は，十分独立し

た２つ以上の系統とし，外部電源系

統の機能喪失時に，１つの系統が作

動しないと仮定しても，核，熱及び

化学的制限値の維持，閉じ込めの機

能の確保，その他安全上重要な施設

の機能の確保を確実に行うのに十分

な容量及び機能を有する設計である

こと。 

 

追加要求事項。 
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1.2 要求事項に対する適合性  

 予備電源の設計に係る基本方針を以下のとおりとする。  

廃棄物管理施設には，操作及び保安に必要な電気設備を設け，

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設

備その他必要な設備に使用するために十分な容量及び信頼性の

ある予備電源を設ける設計とする。  
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1.3 規則への適合性  

【廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則】 

（予備電源）  

第十八条  廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供

給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用

することができる予備電源を設けなければならない。  

＜適合のための設計方針＞  

  廃棄物管理施設には，操作及び保安に必要な電気設備を設け，

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視

設備その他必要な設備に使用することができる予備電源とし

て，十分な容量及び信頼性のある予備電源用ディーゼル発電機，

直流電源設備及び無停電電源装置を設ける設計とする。  
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2. 設備等  

2.1 電気設備の概要  

廃棄物管理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社の

154ｋＶ送電線２回線から廃棄物管理施設と共用する再処理施

設の電気設備（既設）を経て 6.9ｋＶ運転予備用母線及び常用

母線に接続する遮断器で受電し，動力用変圧器を通して 460Ｖ

に降圧した後，施設内の各負荷へ給電する設計とする。  

外部電源喪失時には，予備電源用ディーゼル発電機，直流電

源設備及び無停電電源装置から，監視設備その他必要な設備に

給電する設計とする。  

電気設備の一部は，再処理施設と共有する。  

廃棄物管理施設の単線結線図を第２－１図 (1)から第２－１

図 (4)に示す。また，燃料貯蔵設備の系統概要図を２－２図に

示す。  

【補足説明資料 3-1】  
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2.2 予備電源を必要とする監視設備及びその他必要な設備  

( １ ) 閉じ込めの機能及び冷却機能を監視する設備  

第 15条「計測制御系統施設」にて示した以下の設備  

・ガラス固化体の冷却空気温度の測定等を行う計測制御設備 

・収納管排気設備の入口圧力の測定等を行う計測制御設備 

・廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備 

 ( ２ ) 放射線監視設備  

第 16条「放射線管理施設」にて示した以下の設備  

・エリアモニタ及びダストモニタ  

・排気モニタリング設備  

・環境モニタリング設備  

 ( ３ ) 火災等の警報設備，緊急通信・連絡設備，非常照明等の設

備・機器  

第４条「火災等による損傷の防止」及び第 19条「通信連

絡設備等」にて示した以下の設備  

・自動火災報知設備  

・水素漏えい検知器  

・ページング装置  

・誘導灯及び非常灯  
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【予備電源により作動する安全上必要な設備・機器】  

規則解釈からの要

求  
予備電源により作動させる設備・機器  

閉じ込めの機能及

び冷却機能を監視

する設備  

 

ガラス固化体の冷却空気温度の測定等を行う計測制御設
備（第 15条）  

収納管排気設備の入口圧力の測定等を行う計測制御設備
（第 15条）  

廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備（第 15条） 

放射線監視設備  
エリアモニタ及びダストモニタ（第 16条）  

排気モニタリング設備（第 16条）  

環境モニタリング設備（第 16条）  

火 災 等 の 警 報 設

備，緊急通信・連

絡設備，非常照明

等の設備・機器  

 

自動火災報知設備（第４条）  

水素漏えい検知器（第４条）  

ページング装置（第 19条）  

誘導灯及び非常灯（第 19条）  
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2.3 容量及び信頼性について  

2.2項の設備・機器の作動及び制御室等における表示に必要

な設備を作動するために必要となる電源の容量は約 200ｋＶＡ

である。  

外部電源が喪失した場合に廃棄物管理施設の監視設備その

他必要な設備に電力を供給するため，十分な容量及び信頼性を

有する予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無停電

電源装置を設ける。 (第２－１表，第２－３図，第２－４図 ) 

保守又は修理により予備電源用ディーゼル発電機を使用不

能な状態にする場合は，監視設備その他必要な設備に給電可能

とするための措置を講ずることを手順に定める。  

【補足説明資料 2-1】  
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【予備電源用ディーゼル発電機の容量】  

発電機  

 台  数  

種  類  

 

 容  量  

力  率  

 電  圧  

 周波数  

 

エンジン  

 台  数  

 型  式  

 出  力  

 

起動方式  

 起動時間  

 使用燃料  

 

１  

横軸回転界磁３相  

同期発電機  

約 2,000ｋＶＡ  

0.8 

6.9ｋＶ  

50Ｈｚ  

 

 

１  

たて型８気筒  

約 1,700ｋＷ  

（連続）  

圧縮空気起動  

約 15秒  

Ａ重油  

 

 

【直流電源設備の容量】  

蓄電池  

 組  数  

 電  圧  

 容  量  

 

１  

110Ⅴ  

約 400Ａｈ  

充電器  

 台  数  

 充電方式  

 

２  

浮動（常時）  

 

蓄電池（無停電

電源装置用）  

ガラス固化

体貯蔵建屋  

ガラス固化体

貯蔵建屋Ｂ棟  

組  数  

電  圧  

容  量  

１  

425Ｖ  

約 400Ａｈ  

１  

420Ｖ  

約 150Ａｈ  
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【無停電電源装置の容量】  

ガラス固化体貯蔵建屋  

静止形台数  

無停電電圧  

電源装置  

容量  

１  

105Ⅴ  

約 100ｋＶＡ  

 

予備台数  

変圧器容量  

１  

約 100ｋＶＡ  

 

 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟  

静止形台数  

無停電電圧  

電源装置  

容量  

１  

105Ⅴ  

約 20ｋＶＡ  

 

予備台数  

変圧器容量  

１  

約 20ｋＶＡ  
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第２－１表 予備電源用ディーゼル発電機の給電対象負荷

1,700ｋＷ  

監視設備その他必要な設備  

（１）閉じ込めの機能及び冷却機能を監視する設備

① ：ガラス固化体の冷却空気温度の測定等を行う計測制御設備

② ：収納管排気設備の入口圧力の測定等を行う計測制御設備

③ ：廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備

（２）放射線監視設備

④ ：エリアモニタ及びダストモニタ

⑤ ：排気モニタリング設備

⑥ ：環境モニタリング設備

（３）火災等の警報設備，緊急通信・連絡設備，非常照明等の設備・

機器

⑦ ：自動火災報知設備

⑧ ：水素漏えい検知器

⑨ ：ページング装置

⑩ ：誘導灯及び非常灯

対象

施設
機器名称

容量

(ｋＷ ) 

廃

棄

物

管

理

施

設

ガラス固化体受入れ建屋 105Ｖ運転予備用計測交

流主分電盤Ｎ  
約   

（内訳） ②：収納管排気設備の入口圧力の測

定等を行う計測制御設備
約   

③：廃水貯槽の水位の測定等を行う

計測制御設備

約   

⑦：自動火災報知設備 約   

⑧：水素漏えい検知器 約   

⑨：ページング装置 約   

その他設備（制御室空調機現場

監視制御盤等）
約   

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき）

対象

施設
機器名称

容量

(ｋＷ ) 

廃

棄

物

管

理

施

設

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 105Ｖ運転予備用計測

交流主分電盤Ｎ  
約   

 （内訳） ②：収納管排気設備の入口圧力の測

定等を行う計測制御設備
約   

③：廃水貯槽の水位の測定等を行う

計測制御設備

約   

⑦：自動火災報知設備 約   

⑧：水素漏えい検知器 約   

その他設備（蒸気設備現場監視

制御盤等）
約   

サンプリングブロワ制御盤 約   

（内訳） ④：エリアモニタ及びダストモニタ 約   

冷却空気出口シャフトモニタサンプルラック (ガラ

ス固化体受入れ建屋 )
約   

（内訳） ⑤：排気モニタリング設備 約   

冷却空気出口シャフトモニタサンプルラック (ガラ

ス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 )
約   

（内訳） ⑤：排気モニタリング設備 約   

北換気筒管理建屋（排気モニタ） 約   

（内訳） ⑤：排気モニタリング設備 約   

その他設備（排気モニタ室用排

風機Ａ等）
約   

保健管理建屋 460Ｖパワーセンタ 約   

（内訳） ⑥：環境モニタリング設備 約    

その他設備（個人管理用設備等） 約   

ガラス固化体受入れ建屋 105Ｖ運転予備用通信設

備動力分電盤Ｎ  
約   

（内訳） ⑨：ページング装置 約   

運転予備用照明主分電盤（ガラス固化体受入れ建

屋）  
約   

（内訳） ⑩：誘導灯及び非常灯 約   

運転予備用照明主分電盤（ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ

棟）  
約   

（内訳） ⑩：誘導灯及び非常灯 約   

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき）

対象

施設
機器名称

容量

(ｋＷ ) 

廃

棄

物

管

理

施

設

北換気筒管理建屋 約   

換気空調系冷却水循環ポンプＡ 約   

発電機室送風機Ａ 約   

発電機室送風機Ｂ 約   

発電機室送風機Ｃ 約   

発電機室排風機Ａ 約   

発電機室排風機Ｂ 約   

発電機室排風機Ｃ 約   

貯蔵ピット収納管排風機Ａ（ガラス固化体貯蔵建

屋）  
約   

貯蔵ピット収納管排風機Ａ（ガラス固化体貯蔵建屋

Ｂ棟）  
約   

検査室排風機Ａ 約   

検査室送風機Ａ 約   

管理区域送風機Ａ 約   

管理区域排風機Ａ 約   

空気圧縮機Ａ 約   

制御室系冷却水循環ポンプＡ 約   

清浄区域送風機Ａ 約   

清浄区域排風機Ａ 約   

制御室空調機動力盤 約   

Ｅ先行用 燃料油設備 現場監視制御盤 約   

制御室系冷却塔Ａ 約   

換気空調系冷却塔Ａ１ 約   

換気空調系冷却塔Ｂ１ 約   

換気空調系冷却塔Ａ２ 約   

換気空調系冷却塔Ｂ２ 約   

受入れ建屋天井クレーンガータ 制御盤 約   

輸送容器搬送台車 現場制御盤 約   

トレーラ入口遮蔽扉 現場監視制御盤 約   

輸送容器検査室前室扉 現場監視制御盤 約   

サブドレン排水ポンプ 現場監視制御盤（Ｐ－２） 約   

サブドレン排水ポンプ 現場監視制御盤（Ｐ－３） 約   

冷却水設備 配管ヒータ電源盤 約   

予備電源用 ディーゼル発電設備 空気圧縮機 約   

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき）

対象

施設
機器名称

容量

(ｋＷ ) 

廃

棄

物

管

理

施

設

予備電源用 ディーゼル発電設備 燃料油ドレン

ポンプ  
約   

ガラス固化体検査室 補助クレーン現場制御盤 約   

パワーマニプレータ現場制御盤 約   

貯蔵建屋床面 走行クレーン現場制御盤 約   

ガラス固化体検査室内 遮蔽蓋搬送装置現場制御

盤  
約   

ガラス固化体検査室 天井クレーン現場制御盤 約   

ガラス固化体抜出し装置 現場制御盤 約   

輸送容器検査室扉現場監視制御盤 約   

貯蔵建屋床面走行クレーン現場制御盤 約   

サブドレンＮｏ .１排水ポンプ制御盤 約   

サブドレンＮｏ .３排水ポンプ制御盤 約   

ガラス固化体貯蔵建屋  無停電電源装置 約   

 （内訳） ①：ガラス固化体の冷却空気温度の測定等

を行う計測制御設備 
約   

④：エリアモニタ及びダストモニタ 約   

⑤：排気モニタリング設備 約   

その他設備（監視制御盤等） 約   

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 無停電電源装置 約   

 （内訳）  ①：ガラス固化体の冷却空気温度の測定

等を行う計測制御設備
約   

その他設備（貯蔵工程制御盤等） 約   

ガラス固化体貯蔵建屋 110Ｖ運転予備用充電器盤

Ｃ１  
約   

合計 約 1491.4 

については商業機密の観点から公開できません。
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第２－ 1 図（ 1）  廃棄物管理施設の単線結線図（１／４）  

 

⑥  

④  
⑤  

⑨  ⑩  

④ ，⑤ ，⑥ ，⑨ ，⑩ ：
第 ２ － １ 表 で 示 し た
監 視 設 備 そ の 他 必 要
な 設 備  
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第２－ 1 図（ 2）  廃棄物管理施設の単線結線図（２／４）  

 

⑩  ⑤  

⑤ ，⑩：第 ２ － １ 表 で
示 し た 監 視 設 備 そ の
他 必 要 な 設 備  
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第２－ 1 図（ 3）  廃棄物管理施設の単線結線図（３／４）  

 

①   ④ ⑤  ② ③  ⑦ ⑧  ⑨  

① ， ② ， ③ ， ④ ， ⑤ ，
⑦ ，⑧ ，⑨：第 ２ － １
表 で 示 し た 監 視 設 備
そ の 他 必 要 な 設 備  

 



 

2-14 

第２－ 1 図（ 4）  廃棄物管理施設の単線結線図（４／４）  

 

①  ② ③  ⑦ ⑧  

① ，② ，③ ，⑦ ，⑧ ：
第 ２ － １ 表 で 示 し た
監 視 設 備 そ の 他 必 要
な 設 備  
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第２－２図  燃料貯蔵設備の系統概要図  

 

 

 

 

 

 

 
 

燃料油貯蔵タンク  

 
 

廃棄物管理施設  

 
 

再処理施設  
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第２－３図  予備電源用ディーゼル発電機負荷容量曲線  
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第２－４図  外部電源喪失時の給電タイムチャート
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2.4 その他廃棄物管理施設の附属施設の構造及び設備  

( ａ ) 電気設備  

廃棄物管理施設の電力は，外部から再処理施設の電気設備

の一部を共用して受電する設計とする。  

共用する電気設備の一部は，再処理施設において，機器の

損壊，故障その他の異常が発生した場合は， 6.9ｋＶ運転予

備用母線又は常用母線の遮断器を開放することによって故

障による影響を局所化することにより，故障等が発生した施

設からの波及的影響を及ぼさず，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。   

廃棄物管理施設の操作及び保安に必要な電気設備を設け，

外部電源喪失時に備えて監視設備その他必要な設備に使用

するために十分な容量及び信頼性のある予備電源として，予

備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無停電電源装

置を設ける設計とする。  

保守等により予備電源 用ディ ー ゼル発 電機を 使用不能な

状態にする場合は，監視設備その他必要な設備に給電可能と

するための措置を講ずることを手順に定める。  
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3. 安全設計  

3.1 電気設備  

3.1.1 設計方針  

( １ ) 本設備は，廃棄物管理施設の操作及び保安に必要な電気設

備を設け，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合

において，監視設備その他必要な設備に使用することがで

きる，予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無

停電電源装置を予備電源として設ける。  

予備電源は，予備電源用ディーゼル発電機が起動するまで

の間，直流電源設備及び無停電電源装置から監視設備その

他必要な設備に給電され，起動後は予備電源用ディーゼル

発電機から給電する設計とする。  

ａ．外部電源系統は，２回線で受電する設計とする。  

ｂ．予備電源は，外部電源喪失時にも，監視設備その他必要な

設備に電力 を供給でき る十 分な 容量及 び信 頼性を有する

設計とする。  

( ２ ) 廃棄物管理施設内のケーブル，電源盤等の材料は，可能な

限り不燃性又は難燃性のものを使用する設計とする。  

( ３ ) 燃料系統については，再処理施設と共用している燃料貯蔵

設備から燃料油サービ スタン ク に燃料 を供給 可 能な系統

構成とする。  

燃料油サービスタンクは，再処理施設と共用する燃料貯蔵

設備より，自動で供給する設計とする。  

( ４ ) 電気設備のうち燃料貯蔵設備を除く再処理施設と共用する

設備は，再処理施設において，機器の損壊，故障その他の
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異常が発生した場合は， 6.9ｋＶ運転予備用母線又は常用

母線の遮断器を開放する設計とすることにより，廃棄物管

理施設に波及的影響を与えることを防止するとともに，受

電変圧器については，再処理施設への給電を考慮しても十

分な容量を有することで，共用によって廃棄物管理施設の

安全性を損なわない設計とする。  

( ５ ) 電気設備のうち再処理施設と共用する燃料貯蔵設備は，再

処理施設において，故障その他の異常が発生した場合でも，

弁を閉止することによ り故障 そ の他の 異常に よ る影響を

局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的

影響を防止するとともに，再処理施設における使用を想定

しても，廃棄物管理施設に十分な燃料を供給できる容量を

確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。  

 ( ６ ) 本設備は，適切な規格及び基準を適用すること等により，

信頼性の高い設計とする。  

 

3.1.2 主要設備  

( １ ) 本設備は，第２－１図（ 1）から第２－１図（ 4）に示すよ

うに動力用変圧器，遮断器，運転予備用母線及び常用母

線，予備電源用ディーゼル発電機等で構成する。  

廃棄物管理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式

会社の 154ｋＶ送電線２ 回 線 か ら 廃 棄物 管 理 施 設 と 共用

する再処理施設の電気設備（既設）を経て 6.9ｋＶ運転予

備用母線及び常用母線に接続する遮断器で受電し，動力



 

3-3 

用変圧器を通して 460Ｖに降圧した後，施設内の各負荷へ

給電する。外部電源が喪失した場合に廃棄物管理施設の

監視設備その他必要な設備に電力を供給するため，十分

な容量及び信頼性を有する予備電源用ディーゼル発電機，

直流電源設備及び無停電電源装置を設ける。これらの設

備を使用した外部電源喪失時の給電を第２－４図に示す。 

電気設備の一部は，再処理施設と共用する。  

保守等により予備電源用ディーゼル発電機を使用不能

な状態にする場合は，監視設備その他必要な設備に給電

可能とするための措置を講ずることを手順に定める。監

視設備その他必要な設備を第３－２表に示す。  

( ２ ) ケーブル，ケーブルトレイ及び電線管の材料には，可能な

限り不燃性又は難燃性のものを使用する。さらに，ケーブ

ルトレイ等が障壁を貫通する場合は，火災対策上，障壁効

果を減少させないような構造とする。  

電気設備の主要設備のうち予備電源用ディーゼル発電機，

無停電電源装置及び直流電源設備の仕様を第３－１表に示す。 
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第３－１表  電気設備の主要設備の仕様  

(１ ) 予備電源用ディーゼル発電機  

主要設備  仕   様  

エンジン  

台数  

型式  

出力  

起動方式  

起動時間  

使用燃料  

 

１  

たて型８気筒  

約 1,700ｋＷ /台 (連続 ) 

圧縮空気起動  

約 15秒  

Ａ重油  

発電機  

台数  

種類  

 

容量  

力率  

電圧  

周波数  

 

１  

横軸回転界磁３相  

同期発電機  

約 2,000ｋＶＡ /台  

0.8 

6.9ｋＶ  

50Ｈｚ  

 

(２ )   無停電電源装置  

  主要設備  

仕   様  

ガラス固化体貯

蔵建屋  

ガラス固化体貯

蔵建屋Ｂ棟  

静止形   台数  

無停電   電圧  

電源装置  容量  

１  

105Ｖ  

約 100ｋＶＡ /台  

１  

105Ｖ  

約 20ｋＶＡ /台  

予  備   台数  

変圧器   容量  

１  

約 100ｋＶＡ /台  

１  

約 20ｋＶＡ /台  
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 (３ )   直流電源設備  

主要設備  仕   様  

蓄電池  

組数  

電圧  

容量  

 

１  

110Ｖ  

約 400Ａｈ /台  

充電器  

台数  

充電方法  

 

２  

浮動（常時）  

 

主要設備  
仕   様  

ガ ラ ス 固 化 体 貯

蔵建屋  
ガラス固化体貯

蔵建屋Ｂ棟  
蓄電池（無停電電源

装置用）  

組数  

電圧  

容量  

 

 

１  

425Ｖ  

約 400Ａｈ /台  

 

 

１  

420Ｖ  

約 150Ａｈ /台  
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第３－２表  監視設備その他必要な設備  

(１ ) 閉じ込めの機能及び冷却機能を監視する設備   

・ガラス固化体の冷却空気温度の測定等を行う計測制御設備   

・収納管排気設備の入口圧力の測定等を行う計測制御設備   

・廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備   

(２ ) 放射線監視設備   

・エリアモニタ及びダストモニタ   

・排気モニタリング設備   

・環境モニタリング設備   

(３ ) 火災等の警報設備，緊急通信・連絡設備，非常照明等の  

設備・機器   

・自動火災報知設備   

・水素漏えい検知器   

・ページング装置   

・誘導灯及び非常灯   
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２－１ 予備電源用ディーゼル発電機の燃料容量について 

 

予備電源用ディーゼル発電機  

台  数       １台 

起動時間       約15秒 

燃料貯蔵設備 

重油タンク（再処理施設と共用）   200 ㎥ 

燃料油サービスタンク        約1.5 ㎥ 

対象 燃料消費量 
（機関燃費） 

燃料油サービス

タンクの容量 設計値 運転可能時間 

予備電源用 
ディーゼル 
発電機 

約 0.482 ㎥/ｈ 約 1.5 ㎥ 約２時間 約３時間 

予備電源用ディーゼル発電機は，再処理施設と共用している重油

タンクから燃料油サービスタンクに燃料を供給可能な系統構成とな

っている。 

燃料油サービスタンクは，燃料の液位レベル計で検知し，重油タ

ンクから自動で燃料が供給されることから，監視設備その他必要な

設備へ継続して電源を給電できる。また，外部電源喪失が継続して

も，外部から燃料補給の支援により，燃料を継続的に補給できる。 

なお，予備電源及び予備電源の供給を受ける廃棄物管理施設の閉

じ込めの機能及び冷却機能を監視する設備，放射線監視設備，火災

等の警報設備，緊急通信・連絡設備，非常照明等の設備・機器は，

降下火砕物の影響等により外部電源及び予備電源が喪失した場合に

ついては，機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設

計とすること，代替設備・手段により必要な機能を損なわないよう
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にすること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，廃棄物管理施設の安全性に影響を

及ぼさない設計とする。
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 P 

予備電源用ディーゼル発電機 

燃料油サービスタンク 

重油タンク 

（再処理施設と供用） 

燃料給油ポンプ 

廃棄物管理施設 

廃棄物管理施設 燃料系統図 

200㎥ 

1.5㎥ 
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３－１  予備電源の信頼性について  

3. 廃棄物管理施設における電源系統の信頼性  

3.1 電源系統の異常の検知とその拡大防止  

（ １ ）  廃棄物管理施設の保護装置について  

予備電源（予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備，

無停電電源装置），その他の関連する電気系統の機器の故障

により発生する短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しく

は過電流に対し，安全上必要な設備への電気の供給が停止

することのないように，保護継電装置により検知できる設

計としており，検知した場合には，異常の拡大防止のため，

保護継電装置からの信号により，遮断器で故障箇所を隔離

することによって，故障による影響を局所化し，他の機能

へ影響を限定できる設計とする。  

ファンやポンプ等の補機については，過負荷継電器及び

過電流継電器を設置する。過負荷継電器及び過電流継電器

にて過電流を検知した場合，警報を発生させることや補機

を停止させることにより，他の安全機能への影響を限定で

きる構成とする。（第１－１表）  
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第１－１表  電源系統の主な保護装置  
常用母線及び運転予備用母線  不足電圧継電器（ 27）  

交流過電流継電器（ 51）  

地絡過電圧継電器（ 64）  

予備電源用ディーゼル発電機  過電流継電器（ 51）  

逆電力継電器（ 67）  

過電圧継電器（ 59）  

比率差動継電器（ 87）  

各負荷（電動機類）  地絡継電器（ 50）  

交流過電流継電器（ 51）  

地絡方向継電器（ 67）  

過負荷継電器（ 49）  

 

3.2 電源系統の信頼性  

電源系統を構成する 個々 の 機器 が信 頼性 の 高い もの であ

って，受電時等の母線切替操作が容易である設計とする。  

廃棄物管理施設の外部電源系統は，受電可能な 154ｋＶ送

電線２回線に連系する設計としているが，外部電源喪失した

場合でも予備電源用デ ィー ゼル 発電機 から 給電 できる 設計

とする。  

 

3.3 電源系統を構成する個々の機器の信頼性  

 電源系統を構成する母線，変圧器，予備電源，その他関連

する機器については，電気学会電気規格調査会にて定められ

た規格（ＪＥＣ）又は日本産業規格（ＪＩＳ）等で定められ

た適切な仕様を選定し，信頼性の高い設計とする。  

 




